
広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ

7/2（土）～7/10（日） 9日間

選択方式
.5

2022年度
保険料率

国民健康保険 ・ 後期高齢者医療保険 ・ 介護保険

2022年度の保険料決定通知書を送付
保険年金課保険料担当 ・ 後期高齢者医療保険担当、 高齢福祉介護課保険料担当

　世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に加入者が

いる場合は、世帯主が納付義務者になります。

　職場の健康保険に加入

した方は届出が必要です

（電子申請も可）。

　子育て世帯の経済的負担を軽減

するため、２０２２年度分から未就学

児の保険料を減額します。

　保険証が新しくなります。①8月 

1日（月）から使用②制度改正に伴い

10月1日（土）から使用する保険証

をそれぞれ送付します。 また保険料

率が改定されます。

　２０２２年度の各保険料の決定通知書（当初納入通知

書）を７月中に納付義務者へ送付します。 年間保険料

や納付方法などをご確認ください。

■保険料の減免

□ 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方

□ 会社都合により離職し、失業時に65歳未満の雇用保険受給資格者証をお持ちの方

□ 病気・倒産・解雇・災害など特別な事情で納付が困難になった方

□  職場の健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方の扶養家族で、新たに国民健康

保険に加入する６５～７４歳の方（旧被扶養者）

　いずれかに該当する方は、申請により保険料が減免できる場

合があります。 詳細はお問い合わせください。

届出 減額

国民健康

保険

後期高齢者

医療保険

　生活が困窮、失業などで世帯の収

入が前年より著しく減少、災害で著

しい被害を受けたなど、保険料の納

付が一時的に困難になった方は減

免できる場合があります。

介護保険

①7月中に送付

　新しい保険証（桃
色）を特定記録で送
付します。
※ 有効期限は9月
30日（金）まで

②9月中に送付

　10月１日から

使用する保険証

（橙色）を特定記

録で送付します。

保険証など詳細

 防災行政用無線の電話応答サービス　放送内容を電話応答サービス☎(82）5555で確認できます。 【防災対策課危機管理担当】

2021年度の活用状況

ふるさと基金寄付金
財政課財政担当

　市は「茅ヶ崎市ふるさと基金」を設置しています。 みなさんからの寄

付はその意向に沿ってさまざまな分野の取り組みに役立てています。

2021年度の寄付金は、下表のとおり活用しました。 ありがとうございま

した。

使途 充当事業名 金額

教育・スポーツの

振興

学校施設整備事業費 1万円

図書資料購入費 5万5000円

柳島スポーツ公園管理運営経費 442万9000円

義務教育教材購入費(小学校） 147万2000円

義務教育教材購入費（中学校） 343万6000円

健康・福祉の推進
障がい者福祉管理経費 122万3000円

新型コロナウイルス感染症対策事業費 3130万円

産業振興
商店街振興支援事業費 263万2000円

中小企業振興支援事業費 67万2000円

環境保全・創造 最終処分場経費 349万9000円

使途 充当事業名 金額

安全で快適な

まちづくり

公園緑地等管理経費 11万6000円

地域情報配信システム整備事業費 1万3000円

防災行政用無線整備事業費 294万4000円

消防活動運用経費 25万円

海浜の維持・保全

公衆便所関係経費 445万2000円

かながわ美化財団負担金 477万円

観光総務管理経費 89万3000円

観光施設管理事業費 81万7000円

漁港海岸環境整備事業費 225万円

地域の特性を

生かした

まちづくり

コミュニティバス運行事業費 69万2000円

合計 6592万5000円

茅ヶ崎市ふ
るさと基金
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